
 

    １－１ 

総  則 
用語の定義 

法第 2条第 1項、法第 88条第 2項、令第 138条第 3項第二号 

建築物として取り扱わない機械式駐車場の高さ 

 

機械式駐車装置の場合、設置面からの高さが 8m以下のものにあっては建築物として取

り扱わない。 

ただし、住居系の用途地域内に築造する場合、その築造面積によっては指定工作物とし

て取り扱う。 

なお、高さの算定にあたっては、支柱、梁等の固定部分の内、最高部分までの高さによ

るものとする。可動部分で停止状態を継続することが可能な形式の装置にあっては、その

最高部分までの高さとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※吊下げ機械式駐車場の場合は設置面を GLとして高さ算定をする（右下図）。 
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